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会 議 日 程 

 

令和３年２月１０日（水曜日） 午後１時３５分開会 

 

第 １  諸般の報告 

第 ２  議席の指定 

第 ３  会議録署名議員の指名 

第 ４  会期の決定 

第 ５  議第１号 熊本県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任同意について 

第 ６  議第２号 専決処分の報告及び承認について 

「熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例」 

第 ７  議第３号 専決処分の報告及び承認について 

「熊本県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例」 

第 ８  議第４号 令和２年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

２号）について 

第 ９  議第５号 令和２年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について 

第１０  議第６号 令和３年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 

第１１  議第７号 令和３年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

予算について 

第１２  議第８号 熊本県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画の策定について 

第１３  一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（４３名） 

１番  紫 垣 正 仁 

２番  中 村 博 生 

４番  安 田 康 則 

５番  髙 岡 利 治 

６番  内 田 靖 信 

７番  中 嶋 憲 正 

８番  坂 本 道 博 

９番  中 口 俊 宏 

10番  桑 原 千 知 

11番  守 田 憲 史 

12番  園 田 浩 文 

13番  浜 崎 昭 臣 
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14番  来 海 恵 子 

15番  上 村 則 幸 

16番  松 尾 純 久 

17番  佐 藤 安 彦 

18番  福 永 栄 助 

19番  髙 巣 泰 廣 

20番  佐 藤 真 二 

21番  小 林 久美子 

22番  髙 橋 周 二 

23番  渡 邉 誠 次 

24番  市 原 正 文 

25番  後 藤 三 治 

26番  堀 田 直 孝 

27番  吉 良 清 一 

28番  藤 木 正 幸 

29番  清 﨑 輝 昭 

30番  西 村 博 則 

32番  工 藤 文 範 

33番  片 山 裕 治 

34番  竹 﨑 一 成 

35番  川 野 雄 一 

36番  森 本 完 一 

37番  吉 瀬 浩一郎 

38番  黒 木 龍 次 

39番  中 嶽 弘 継 

40番  髙 岡 重 盛 

41番  木 下 丈 二 

42番  内 山 慶 治 

43番  松 谷 浩 一 

44番  溝 口 峰 男 

45番  錦 戸 俊 春 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

欠席議員（２名） 

３番  松 岡 隼 人 

31番  宮 川 安 明 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

広 域 連 合 長   大 西 一 史 
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副 広 域 連 合 長   荒 木 泰 臣 

事 務 局 長   近 浦 茂 実 

事務局次長兼事業課長   丸 山 尊 司 

事務局次長兼給付課長   大 西  学 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長   入 江 常 治 

書 記   吉 田 正 男 

書 記   高 田 洋 治 

書 記   中 野 貴 之 

────────────── ○ ───────────── 

午後１時３５分開会 

────────────── ○ ───────────── 

 

○紫垣正仁 議長 

 では、会議を始めます。 

 ただいまの出席議員は４２名でございます。 

 議員定数は４５名で、定足数は２３名です。 

 よって、定足数に達しておりますので、ただいまから令和３年第１回熊本県後期高齢者

医療広域連合議会定例会を開会いたします。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付しております議事日程のとおりでござい

ますが、議案審議については、日程第５については、提案理由の説明を求め、その後、討

論・採決を行い、日程第６ないし日程第１２の議案審議については、まず、提案理由につ

いて一括して説明を求め、その後、議案に対する質疑を行った後、討論・採決に入ること

とさせていただきますので、あらかじめ御了承ください。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第１ 諸般の報告 

○紫垣正仁 議長 

 それでは、これより日程第１、「諸般の報告」を申し上げます。 

 監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定による現金出納検査結果報告があ

りましたので、議案とともに事前に送付しておりますとおり、議会に対する報告といたし

ます。 

 なお、令和３年１月検査分の結果報告については、事前の報告に間に合わなかったため、

お手元に配付しております。 

 以上、諸般の報告を終わります。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第２ 議席の指定 

○紫垣正仁 議長 
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 次に、日程第２、「議席の指定」を行います。 

 議席の指定は、会議規則第４条第２項の規定により、今回選出されました議員の議席は、

ただいま御着席のとおり指定いたします。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

○紫垣正仁 議長 

 次に、日程第３、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長が指名するようになっており

ます。 

 ４番、安田康則議員、１９番、髙巣泰廣議員を指名いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第４ 会期の決定 

○紫垣正仁 議長 

 次に、日程第４、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りにしたいと存じますが、これに御

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○紫垣正仁 議長 

 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日１日限りに決定いたしました。 

 ここで、大西連合長から発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

────────────── ○ ───────────── 

○大西一史 広域連合長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 大西連合長。 

────────────── ○ ───────────── 

（大西一史広域連合長 登壇） 

○大西一史 広域連合長 

 皆様、こんにちは。広域連合長の大西でございます。定例会の開会に当たり、一言御挨

拶申し上げます。 

 令和３年第１回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多用

中にもかかわらず、御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。また、本県の後期高齢者医療

制度につきまして、議員の皆様をはじめ、構成市町村の皆様の御協力により円滑に運営す
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ることができておりますことに対しまして、改めて感謝を申し上げます。 

 まずは、現在も猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症の被害に遭われた

方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、日々、医療の最前線で御尽力をされてお

られる医療従事者の皆様方に心から敬意を表します。各市町村におかれましても、感染拡

大の防止、そして経済的な対応、また新しい生活様式の普及等、懸命に取り組んでおられ

ることと思います。 

 そのような状況にはございますが、高齢者の皆様の健康寿命の延伸を図るため、「保健

事業と介護予防等との一体的実施」が今年度から県内１５の市町村で稼働し始めたところ

です。当広域連合といたしましては、国の動向をしっかりと把握しつつ、新型コロナ感染

症の拡大防止に配慮した適切な運営に努めながら、市町村や関係機関と連携し、目標の令

和５年度までには県内全市町村で実施できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 さて、令和４年からの団塊の世代の方々の後期入りを間近に控える中、全世代型社会保

障検討会議の最終報告を受け、後期高齢者の医療費の一部負担を２割に引き上げる対象者

を課税所得２８万円以上及び年収２００万円以上、配慮措置として当初３年間は負担増の

上限を月３，０００円、施行時期を令和４年度の後半とする関連法案が今国会で審議され

ることとなっております。当広域連合といたしましては、現役世代の方々の負担が大きく

上昇することが見込まれることから、その負担を抑えながら、全ての世代が安心できる社

会保障制度を構築していくためには、後期高齢者の一部負担見直しはやむを得ないものと

考えております。これが被保険者の受診控えにつながらないよう、必要な医療がきちんと

受けられるよう、施行後は、各市町村、関係機関と連携して慎重に見極め、対応していか

なければならないと考えております。 

 本定例会には、令和２年度補正予算案、令和３年度当初予算案など、重要案件を提出さ

せていただいております。何とぞ慎重をもって御審議の上、議決を賜りますようお願い申

し上げまして、簡単ではございますが、開会の御挨拶とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

（大西一史広域連合長 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

日程第５ 議第１号 熊本県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任同意について 

○紫垣正仁 議長 

 これより、日程第５、議第１号、「熊本県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任

同意について」を議題といたします。 

 本件について、提案理由を求めます。 

────────────── ○ ───────────── 

○大西一史 広域連合長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 大西連合長。 
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────────────── ○ ───────────── 

（大西一史広域連合長 登壇） 

○大西一史 広域連合長 

 議第１号、「熊本県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任同意について」、御説

明いたします。 

 本件は、副広域連合長の荒木泰臣氏の任期が、令和３年２月１３日をもちまして満了と

なりますことから、広域連合規約第１２条第４項の規定に基づき、改めて同氏を副広域連

合長に選任しようとするものであります。 

 荒木氏は、嘉島町長として、また、全国町村会会長及び熊本県町村会会長として、地方

行政に精通しておられますとともに、当広域連合設立当初から継続して、副広域連合長と

して、御尽力いただいておりまして、人格・識見ともに副広域連合長として適任であると

存じますので、選任同意をお願いする次第であります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

（大西一史広域連合長 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 本件については、質疑及び討論の通告はございませんでしたので、これより議第１号を

採決いたします。 

 議第１号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○紫垣正仁 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第１号は、原案のとおり同意されました。 

 ただいま、熊本県後期高齢者医療広域連合副広域連合長に選任されました、荒木泰臣副

広域連合長から挨拶の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

────────────── ○ ───────────── 

○荒木泰臣 副広域連合長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 荒木副広域連合長。 

────────────── ○ ───────────── 

（荒木泰臣副広域連合長 登壇） 

○荒木泰臣 副広域連合長 

 皆様、こんにちは。ただいま、副広域連合長の選任につきまして、皆様方から御同意を

いただきました、嘉島町長の荒木泰臣でございます。 
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 引き続き、副広域連合長に就任するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 皆様御承知のとおり、後期高齢者医療制度は、高齢者の皆様が安心して必要な医療の提

供を受けるための大変重要な制度であります。 

 施行から１３年が経過し、現在では、高齢者医療における重要な制度として定着し、安

定的な制度運営が図られていると感じております。 

 私も副広域連合長として、大西広域連合長を支え、本広域連合の円滑な運営に努めてい

く所存でありますので、議員の皆様におかれましては、なお一層の御指導と御協力を賜り

ますようお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（荒木泰臣副広域連合長 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

日程第 ６ 議第２号 専決処分の報告及び承認について 

「熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例」 

日程第 ７ 議第３号 専決処分の報告及び承認について 

「熊本県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例」 

日程第 ８ 議第４号 令和２年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

２号）について 

日程第 ９ 議第５号 令和２年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）について 

日程第１０ 議第６号 令和３年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 

日程第１１ 議第７号 令和３年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計予算について 

日程第１２ 議第８号 熊本県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画の策定について 

○紫垣正仁 議長 

 次に、日程第６ないし日程第１２について、議案審議を行います。 

 議第２号ないし議第８号を一括して議題といたします。 

 議案の朗読はこれを省略し、直ちに上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

────────────── ○ ───────────── 

○大西一史 広域連合長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 大西連合長。 

────────────── ○ ───────────── 

（大西一史広域連合長 登壇） 

○大西一史 広域連合長 

 それでは、議第２号以降の提案理由について一括して説明をさせていただきます。 
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 まずは、議第２号、議第３号につきましては、「専決処分の報告及び承認について」で

ございます。これは、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分により定め、

同法第１７９条第３項の規定により、広域連合議会に報告し、その承認をお願いするもの

であります。いずれも人事院勧告を踏まえて、職員の期末手当の支給割合を引き下げるた

め、昨年１２月の支給から適用するため、専決処分したものでございます。議第２号は、

「熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」、議第３号は、「熊本県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 

 次に、議第４号につきましては、「令和２年度一般会計補正予算（第２号）」でして、

令和２年度の歳出予算の決算見込みに基づき、歳出予算科目間の増減補正を行うものであ

ります。決算見込みに基づきまして、既定の歳出予算の総務管理費を１６２万５，

０００円減額し、予備費に１６２万５，０００円追加するもので、歳入予算の補正はござ

いませんので、補正後の歳入歳出予算の総額は、補正前の総額と同額の２億８，０１０万

円であります。 

 続きまして、議第５号は、「令和２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

でして、療養給付費等の財源であります国・県等の負担金、補助金及び交付金等の交付確

定、及び決算見込みに基づき、歳入歳出予算を補正するものであります。既定の歳入歳出

予算の総額に、それぞれ５億７，３０５万４，０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算

の総額を２，９０５億２，１１９万２，０００円とするものであります。このほか、令和

２年度中に業務委託の契約を必要とする市町との契約について、債務負担行為を計上して

おります。 

 次に、議第６号、「令和３年度一般会計予算」について御説明いたします。一般会計に

つきましては、主に広域連合の運営等に関する経費でございまして、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２億５，７４３万１，０００円とするものであります。前年度と比較しますと、

約４０８万４，０００円、１．５６％の減となっております。 

 次に、議第７号、「令和３年度後期高齢者医療特別会計予算」について御説明いたしま

す。特別会計につきましては、県下、約２８万人の被保険者の皆様の医療給付に係る経費

でございまして、予算の約９８．７％が保険給付費となります。令和３年度は、主に給付

費の自然増に伴いまして、前年度と比較しますと、約５６億３００万円の増、率にして１．

９５％の増となり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，９２８億８８万８，０００円とす

るものであります。 

 次に、議第８号、「本広域連合の広域計画の策定について」でございます。地方自治法

第２９１条の７第１項の規定に基づき策定するもので、「第３次広域計画」の計画期間が

令和２年度をもって終了いたしますため、令和３年度からの５年間を計画期間とする「第

４次広域計画」を新たに策定するものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

（大西一史広域連合長 着席） 
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────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 議第５号及び議第７号について、小林久美子議員より質疑の通告があっておりますので、

発言を許します。 

 はじめに、議第５号について、小林久美子議員の発言を許します。 

 なお、発言時間は５分以内、質疑の回数は３回まででありますので、さよう御承知おき

願います。 

────────────── ○ ───────────── 

○小林久美子 議員 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 ２１番、小林久美子議員。 

────────────── ○ ───────────── 

（小林久美子議員 登壇） 

○小林久美子 議員 

 皆様、こんにちは。菊陽町の議員の小林久美子です。議第５号と議第７号について質問

をさせていただきます。 

 議第５号の特別会計の補正予算について質問いたします。 

 健康保持増進事業費については、約４，０００万円の減額となっています。今、連合長

からもありましたように、コロナ禍の影響もあるのではと推察しますけれども、その減額

の理由についてお聞きします。 

 また、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業」については、その中に入っ

ていると思いますけれども、コロナの影響なのか、ほかの理由があるのか、そのことにつ

いてもお尋ねをします。 

 また、人間ドックの費用助成なんですけれども、以前は国からの補助金がありましたけ

れども、令和２年度に段階的に縮小しているということで、私は人間ドックは必要だと思

いますけれども、その中身についてもお聞きします。 

 以上、議第５号について質問をしますので、よろしくお願いいたします。 

（小林久美子議員 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○近浦茂実 事務局長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 近浦事務局長。 
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────────────── ○ ───────────── 

（近浦茂実事務局長 登壇） 

○近浦茂実 事務局長 

 議員御質問の特別会計補正予算において、保健事業費の健康保持増進事業費を約４，

０００万円減額した理由についてお答えします。 

 減額の内訳としましては、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業」で２，

２００万円の減、人間ドックの費用助成で３００万円の減、制度事業費補助金等で１，

５００万円の減となっております。 

 まず、今年度から事業開始となりました「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

事業」につきましては、当初予算策定時において、国からは詳細な事業要項が示されてお

りませんでしたので、人件費や事業費を暫定的に交付基準額の上限額で計上していたこと、

また今年度事業開始予定だった１市が事業開始を令和３年度に遅らせたこと、さらに、事

業を開始した市町村においても、新型コロナウイルス感染症の影響等により、専門職の雇

用の見送りや、健康教育の開催及び対象者の見直し等を行った結果として、不用額の発生

が見込まれましたことから２，２００万円の減額となりました。 

 次に、人間ドック費用助成の３００万円の減額補正につきましては、国が平成３０年度

以降、段階的に補助金を縮小し、令和３年度に廃止すると決定したことを受けまして、本

広域連合におきましては、今年度から人間ドックの検査項目のうち、健診の項目に該当す

る分を健診委託料として請求できるようにいたしたところです。これにより、本事業を行

っております１２市町村中、１１市町村が健診としての請求に移行したことにより、不用

額が生じたものでございます。 

 それから、３点目の制度事業費補助金につきましては、補助要綱の改正により、市町村

が活用できる事業が削除されたことに伴いまして、健康教育等への補助事業への組み替え

を行ったほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市町村の事業が縮小された

ことなどによりまして、１，５００万円の減額補正となったものでございます。 

（近浦茂実事務局長 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○小林久美子 議員 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 小林久美子議員。 

────────────── ○ ───────────── 

（小林久美子議員 登壇） 

○小林久美子 議員 

 答弁、ありがとうございました。 

 「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業」については、コロナの影響だけで

はなくて、体制準備が間に合わなかったという答弁がありました。やはり私は、この介護
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予防の一体的な実施事業というのは市町村にいきますと非常に人的な体制が厳しいのでは

ないかということで、以前もここで取り上げたところなんですけれども、これから各市町

村で取り組むということですが、市町村の規模もいろいろありますし、現実的にその現場

でどのようなことができるのか、もっともっと中身をこれからも市町村、私の場合は町の

現場の方と話して、実際どういう事業がこれから求められるのか、このことは今後ともま

たみていきたいというふうに思っています。 

 それから、私自身は、やはり人間ドック、国は、最初は助成をしていましたけれども、

廃止をしているので、予防という観点からは、今回健診のほうに回っていますが、人間ド

ックは必要だというふうに思いますけれども、今後ともやっぱり予防ということも介護予

防の一体的な実施事業なども掲げていますので、非常に重要だと思いますので、引き続き

そういう視点で取り組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

（小林久美子議員 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 以上で、議第５号について、質疑を終了いたしました。 

 次に、議第７号について、小林久美子議員の発言を許します。 

 なお、発言時間は５分以内、質疑の回数は３回まででありますので、さよう御承知おき

願います。 

────────────── ○ ───────────── 

○小林久美子 議員 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 小林久美子議員。 

────────────── ○ ───────────── 

（小林久美子議員 登壇） 

○小林久美子 議員 

 議第７号、特別会計予算について質問をします。 

 医科健診と歯科健診の令和３年度の受診目標はどのようになっているのでしょうか。 

 また、今までも質問をしてきましたが、自治体により受診率の差が非常に大きいという

問題点があるかと思います。その格差をなくすための施策については、どのように計画を

されているのか、お聞きします。 

 また、先ほども少し触れましたけれども、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実

施事業」については、令和５年度までに全市町村で取り組むというふうになっていますけ

れども、今後どのように進めていかれるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 

（小林久美子議員 着席） 

────────────── ○ ───────────── 
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○大西一史 広域連合長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 大西連合長。 

────────────── ○ ───────────── 

（大西一史広域連合長 登壇） 

○大西一史 広域連合長 

 私からは、議員御質問の３点目、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業」

の今後の取り組みについてお答えいたします。 

 本事業につきまして、国は全ての団塊の世代の方々が後期高齢者医療の被保険者となる

令和６年度までに国内全ての市町村で取り組むことを目標としておりますが、本広域連合

といたしましては、１年前倒しをして、令和５年度までに県内４５の市町村で開始するこ

とを目標に事業を進めているところです。今年度は１５市町村で事業を開始しており、昨

年１２月の調査におきましては、令和３年度開始予定が１１市町村、令和４年度開始予定

が５市町村、令和５年度開始もしくは開始時期未定の市町村が残りの１４市町村となって

おります。 

 これを踏まえた今後の取り組みといたしましては、令和４年度以降に事業開始予定の

１９市町村を対象に、熊本県や国保連合会とも連携して、事業概要の説明や県内の事業実

施市町村の事例紹介など、より具体的な内容を盛り込んだ研修会の実施を予定しておりま

す。 

 また、県内全市町村に対しましては、全国の先進事例の紹介、ワークショップなどの開

催、事業実施に関するマニュアルの作成のほか、市町村訪問などの機会を活用しまして、

個別に事業の周知、支援を行っていくこととしております。 

（大西一史広域連合長 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○近浦茂実 事務局長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 近浦事務局長。 

────────────── ○ ───────────── 

（近浦茂実事務局長 登壇） 

○近浦茂実 事務局長 

 議員御質問の１点目、保健事業における医科健診と歯科健診の受診目標についてお答え

します。 

 健診受診率の目標値につきましては、毎年度策定しております熊本県後期高齢者医療健

康診査推進計画において定めておりまして、令和３年度の目標といたしましては、医科健
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診が１８％、歯科健診１．６％としております。 

 次に、２点目の自治体により受診率の差が大きいことについての認識と、その格差を縮

めるための施策についてお答えします。 

 令和元年度の受診率の実績につきましては、医科健診で受診率の最も高いところが約

５６％、低いところで約１０％となっております。また、歯科健診では、最も高いところ

が約１７％、低いところで数％となっております。この健診事業は、高齢者の保健事業と

して大変重要なものと位置づけておりますことから、この市町村間における受診率の格差

については大きな課題であると認識いたしております。 

 そこで、健診事業を委託しております市町村に対しまして、事業協議会や市町村訪問等

の機会を通じて、これまでも行っておりました好事例の横展開や、健診の実施時期及び実

施医療機関の拡大による受診機会の確保に向けた取り組みを推進しているところです。ま

た、市町村が作成いたしました受診率向上計画の情報共有や、市町村別受診率の順位を提

示しての啓発など、新たな取り組みも行っております。 

 このほか、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業」におきましても、市町

村の事業目標に健診の受診率向上を掲げていただくようお願いし、受診勧奨や個別的支援

を実施いただくことで、さらなる受診率の向上に取り組んでいくこととしております。 

（近浦茂実事務局長 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 以上で、議第７号についての質疑は終了いたしました。 

 次に、討論及び採決に入ります。 

 議第２号、専決処分の報告及び承認について「熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第２号を採決いた

します。 

 議第２号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○紫垣正仁 議長 

 賛成多数と認めます。 

 よって、議第２号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第３号、専決処分の報告及び承認について「熊本県後期高齢者医療広域連合会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたしま

す。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第３号を採決いた

します。 

 議第３号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 



- 15 - 

 

 

（賛成者起立） 

 

○紫垣正仁 議長 

 賛成多数と認めます。 

 よって、議第３号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第４号、「令和２年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

２号）について」を採決いたします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第４号を採決いた

します。 

 議第４号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○紫垣正仁 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第４号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第５号、「令和２年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について」を採決いたします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第５号を採決いた

します。 

 議第５号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○紫垣正仁 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第５号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第６号、「令和３年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について」

を採決いたします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第６号を採決いた

します。 

 議第６号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○紫垣正仁 議長 

 全員賛成と認めます。 
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 よって、議第６号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第７号について、小林久美子議員より討論の通告があっておりますので、発言

を許します。 

 なお、発言時間は５分以内でありますので、さよう御承知おき願います。 

────────────── ○ ───────────── 

○小林久美子 議員 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 ２１番、小林久美子議員。 

────────────── ○ ───────────── 

（小林久美子議員 登壇） 

○小林久美子 議員 

 議第７号、「令和３年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」、反対をします。 

 その反対の理由は、１つは保険料率の改定で、令和２・３年については、保険料の値上

げが行われていることです。高齢者は、高齢になるほど健康を害しやすくなり、受診機会

は増え、医療費も高額になりやすい。しかし、医療費が保険料に直結する仕組みでは、非

常に高齢者の方の負担が増えるということで問題だというふうに思います。 

 ２つ目に、マイナンバー取得促進事業の特別調整交付金の歳入歳出では、取得促進リー

フレットの通信費などが計上されていますけれども、やはり今回、令和３年３月からマイ

ナンバーと健康保険証がリンクされるというところでは非常に個人情報の問題などが大き

いというふうに思いますので、以上の２点で反対をします。 

 以上です。 

（小林久美子議員 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 以上で、議第７号について、小林久美子議員の討論は終了いたしました。 

 これより、議第７号、「令和３年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算について」を採決いたします。 

 議第７号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○紫垣正仁 議長 

 賛成多数と認めます。 

 よって、議第７号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第８号、「熊本県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画の策定について」を
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採決いたします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第８号を採決いた

します。 

 議第８号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○紫垣正仁 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第８号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第１３ 一般質問 

○紫垣正仁 議長 

 次に、日程第１３、「一般質問」を行います。 

 お手元に配付してあります「一般質問通告書」のとおり、小林久美子議員から一般質問

の通告があっておりますので、発言を許します。 

 なお、発言時間は一人１０分以内、回数は３回まででありますので、さよう御承知おき

願います。 

 小林久美子議員の発言を認めます。 

────────────── ○ ───────────── 

○小林久美子 議員 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 小林久美子議員。 

────────────── ○ ───────────── 

（小林久美子議員 登壇） 

○小林久美子 議員 

 一般質問を行います。 

 医療費の窓口負担について、先ほど連合長のほうからも説明がありましたけれども、政

府は、２月５日に７５歳以上の医療費窓口負担について、年金を含む年収２００万円以上

の人を対象に１割から２割に引き上げる医療制度改革関連法案を閣議決定しています。こ

れは、全世代型社会保障検討会議での議論を経て、昨年１２月１５日に全世代型社会保障

改革の方針がこれも閣議決定をされています。これにより、課税所得２８万円以上、かつ

単身で年収２００万円以上の人が後期高齢者医療制度の下で医療を受けた際の一部負担割

合が令和４年度後半までに２割に引き上げられることになりました。この負担増について、

広域連合の見解をお尋ねします。 

（小林久美子議員 着席） 
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────────────── ○ ───────────── 

○大西一史 広域連合長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 大西連合長。 

────────────── ○ ───────────── 

（大西一史広域連合長 登壇） 

○大西一史 広域連合長 

 議員御質問の１点目の一定の所得以上の被保険者の方の窓口負担割合を２割に引き上げ

ることに対する本広域連合としての見解についてお答えをいたします。 

 少子高齢化が進み、令和４年度以降、団塊の世代の方々が後期高齢者となり始めること

で、現役世代からの後期高齢者支援金が急増することが見込まれております。後期高齢者

の医療費が増加し続けている反面、それを支える現役世代が減少していくため、現役世代

一人当たりの負担は重くなる一方であります。世代間の公平性を考えるとともに、制度を

持続可能なものとするためには、今回の一定以上の所得のある方の窓口負担割合の見直し

はやむを得ないものと考えております。 

────────────── ○ ───────────── 

○小林久美子 議員 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 小林久美子議員。 

────────────── ○ ───────────── 

（小林久美子議員 登壇） 

○小林久美子 議員 

 答弁、ありがとうございました。 

 今、見直しはやむを得ないという答弁でした。ただ、既に現役並み所得者、単身で

３８３万円以上の方は３割とされていますから、同じ後期高齢者医療制度の下で一部負担

割合が１割、２割、３割と３種類に分断されることになります。 

 その一方で、保険料の軽減措置は、後期高齢者制度がスタートした後ですが、スタート

時は軽減措置が取られていますけれども、それも段階的に廃止をされてきて、やはり被保

険者の負担はますます重くなっている状況があります。 

 窓口負担増に対しては、広域連合としても国に意見をあげていくと、前回の議会でも聞

いていますが、どうだったのかをお聞きします。 

────────────── ○ ───────────── 

○大西一史 広域連合長 

 議長。 
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────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 大西連合長。 

────────────── ○ ───────────── 

（大西一史広域連合長 登壇） 

○大西一史 広域連合長 

 窓口負担増に対する国への要望についてでございますが、例年、春と秋の年２回、全国

後期高齢者医療広域連合協議会を通じて厚生労働大臣への要望活動を行っておりまして、

窓口負担のあり方につきましても、勤労世代の高齢者医療への負担状況に配慮しつつも、

高齢者が必要な医療を受ける機会が確保されるよう、高齢者の疾病、生活状況等の実態及

び所得状況等を考慮し慎重かつ十分な議論を重ねること。また、２点目として、やむを得

ず窓口負担の割合を引き上げる場合は、十分な周知期間を設け、被保険者に対し見直し内

容及び必要性について丁寧な説明を行うとともに、激変緩和措置を講じる等、負担割合が

増える被保険者に十分配慮することなどの要望を行ったところでございます。 

 その結果として、今回の窓口負担割合の見直しによって影響が大きい長期頻回受診の方

について、施行後３年間、ひと月当たりの負担増を３，０００円以内に抑える配慮措置を

講じる内容を含んだ閣議決定がなされたものと認識をしています。 

────────────── ○ ───────────── 

○小林久美子 議員 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 小林久美子議員、最後の登壇となります。 

────────────── ○ ───────────── 

（小林久美子議員 登壇） 

○小林久美子 議員 

 今、答弁にありましたように、激変緩和措置を取るということで、施行後３年間、ひと

月当たりの負担増を３，０００円以内に抑えるということでしたけれども、先ほど述べま

したように、制度をスタートするときは激変緩和措置なり軽減措置などを取られるんです

が、その後はまたそれが廃止をされていくというので、私はやはり元に戻っていくといい

ますか、負担が変わらないということで、非常にそれは問題だというふうに思っています。 

 今、熊本県では、昨年の豪雨被害やコロナ感染症により、多くの高齢者の生活が厳しく

なっている中で、医療にも受診抑制もあり、かかりづらく、不安も大きい状況です。この

ときの負担増は、今というのは、この国の考えは令和４年度なんですけれども、非常にや

っぱり問題ではないかというふうに思います。 

 それで、この広域連合としても独自の軽減策など取れないかということで質問をします。

よろしくお願いいたします。 

────────────── ○ ───────────── 
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○大西一史 広域連合長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 大西連合長、最後の答弁となります。 

────────────── ○ ───────────── 

（大西一史広域連合長 登壇） 

○大西一史 広域連合長 

 この時期の負担増は問題ではないかという御指摘でございますけれども、昨年発生しま

した７月豪雨災害や新型コロナウイルス感染症への対応策としましては、保険料の減免措

置や窓口一部負担金の免除、傷病手当金の支給などを実施いたしまして、負担軽減を図っ

ているところです。また、今回の窓口負担割合の見直しにつきましては、令和４年度後半

からの実施予定とされており、周知期間が十分にあること、さらには、施行後も３年間は

ひと月当たりの負担増を３,０００円以内に抑える措置が講じられる内容となっておりま

して、激変緩和の配慮がなされているところでございます。 

 そして、お尋ねの広域連合として独自の軽減策が取れないかということでございますけ

れども、後期高齢者医療の財源につきましては、国・県・市町村からの負担金や現役世代

の方からの支援金、被保険者からの保険料などで賄われているところでございます。独自

の軽減策の実施につきましては、それに伴う財源の確保が必要となり、結果として被保険

者が負担する保険料の増額につながってしまいますことから、困難なものと考えておりま

す。 

 冒頭の御挨拶でも申し上げましたとおり、医療機関窓口での負担割合の引き上げが、被

保険者の受診控えにつながることのないよう、必要な医療がきちんと安心して受けられる

よう、各市町村、関係機関とも連携して慎重に対応していきたいと考えております。 

（大西一史広域連合長 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○紫垣正仁 議長 

 以上で、一般質問は終了いたしました。 

 それでは、お諮りいたします。本定例会において議決されました案件については、その

条項、字句、その他整理を要するものについては、会議規則第４１条の規定により、その

整理を本職に委任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○紫垣正仁 議長 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本会議において議決された案件の整理については、これを本職に委任すること

に決定いたしました。 
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 以上で、本定例会に付議されました案件は、全て終了いたしました。 

 これにて、令和３年第１回熊本県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたします。 

 

午後２時２２分閉会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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